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Ⅰ  方針策定の趣旨  

西脇市地域包括支援センター運営方針は、介護保険法第  115条の

4 7に基づき、地域包括支援センター（以下「センター」という。）

の運営上の考え方や業務推進の方針等を明確にするとともに、セン

ター業務の円滑かつ効果的な実施に資することを目的に策定する。  

 

Ⅱ  センター設置の意義・目的  

センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため

に必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福

祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等

を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置

する。（介護保険法第  115条の 46第１項）  

センターの設置責任主体は西脇市であることから、市は、センタ

ーの設置目的を達成するための体制整備等に努め、その運営につい

て適切に関与するものとする。具体的には、地域の関係機関の連携

体制の構築等取組方針について、市とセンターが共通認識のもと、

協働して適正な運営に努めるものとする。  

市が設置する介護保険運営協議会は、センターの運営に関する事

項について、承認、協議及び評価する機関として役割を発揮するこ

とにより、市の適切な意思決定に関与し、もって、適切、公正かつ

中立なセンター運営を確保するものとする。  

 

Ⅲ  センター運営上の基本方針  

１  地域包括ケアシステムの更なる推進  

   第９期西脇市高齢者安心プラン（以下「第９期計画」という。）  

では、「高齢者が、住みたい地域でともに支え合いながら、自立

して、自分らしく安心して暮らしていける社会の実現」を基本理

念に、⑴高齢者の健康づくり・社会参加を通じた介護予防の推進

、⑵地域における包括的な支援体制の推進、⑶一人ひとりの意思

を尊重した生活の実現、⑷介護サービスの充実と介護保険制度の

円滑な運営の４つの施策を柱として、地域包括ケアシステムをさ

らに推進していくこととしている。  

センターは、地域の高齢者の課題解決のため、高齢者の困りご

とに寄り添い、自立した生活を支援する地域包括ケアシステムの

更なる推進に向け、中核的な役割を担うものとする。  

また、地域共生社会の実現に向けて、複合的な課題を抱える個

人 ・ 家 族 に 対 し 総 合 的 な 支 援 が で き る よ う 世 帯 全 体 に 着 目 し 、

課 題 の 把 握 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 関 係 機 関 と の 連 携 に 努 め る も

のとする。  
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２  区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務  

センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中

核 的 な 機 関 で あ る た め 、 担 当 区 域 の 地 域 特 性 や 実 情 を 踏 ま え た

適切かつ柔軟な事業運営を行うものとする。  

地 域 住 民 、 関 係 団 体 、 サ ー ビ ス 利 用 者 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者

等 の意 見 を 幅広 く 汲 み上 げ 、 日々 の 活 動に 反 映 させ る と とも に、

地 域 が 抱 え る課 題 を 把 握 し 、 解決 に 向 け て 積 極 的に 取 り 組 む も

のとする。  

また、認知症総合支援事業（介護保険法第  115条の 45第２項第

６号）に積極的に取組み認知症対策を推進する。  

 

３  市との連携  

高齢者の総合相談については、適切に保健福祉の推進が図れる

よ う 市 と 連 携 し 、 相 談 支 援 等 を 行 う も の と す る 。 市 も 地 域 住 民

の 相 談 に 応 じ つ つ 、 セ ン タ ー や 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー と 連 携 し

て 、 そ の 活 動 を 後 方 支 援 し て い く と と も に 、 行 政 責 任 に お い て

適 切 に 権 限 を 行 使 し 地 域 住 民 の 保 健 福 祉 の 推 進 を 担 う も の と す

る。  

また、センターは、市が地域包括ケアシステムの更なる推進に

向 け 実 施 す る 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 、 生 活 支 援 体 制 整 備

事 業 及 び 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 （ 移 行 準 備 事 業 ） に つ い て 、

市 と 情 報 共 有 を 図 り 、 事 業 の 推 進 及 び 提 案 に 積 極 的 に 協 力 す る

と と も に 、 健 康 づ く り 事 業 及 び 一 般 介 護 予 防 事 業 の 目 的 を 理 解

し、自立支援に向けた相談業務を行うものとする。  

併せて、市との連携を効果的に推進するため、市が定期的に開

催 す る セ ン タ ー 業 務 連 絡 会 に 出 席 す る と と も に 、 日 常 的 に 市 の

担当部局との連絡・調整を徹底するものとする。  

なお、２か所のセンターのうち、にしわき南地域包括支援セン

ターが主になって連絡・調整を行うものとする。  

 

４  公正・中立性の確保  

センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う公的な機関とし

て、公正かつ中立性を確保した事業運営を行うものとする。  

  介護予防ケアマネジメント業務や指定介護予防支援業務におけ

るサービス調整、委託先の調整、要介護者への居宅介護支援事業

所の紹介等において、法人内の事業所を優先させることがないよ

う徹底し、調整の経緯や理由を相談記録に記載するものする。  
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 ５  センターの運営評価  

センターは、運営業務の自己評価を実施し、市へ提出するもの

とする。  

また、市は西脇市介護保険運営協議会において、センターの運

営 に 対 す る 評 価 等 を 審 議 し 、 常 に セ ン タ ー の 機 能 強 化 が 図 れ る

よう支援を行うものとする。  

 

Ⅳ  業務の実施方針  

１  共通事項  

⑴  事業計画の策定  

センターは、この運営方針に沿って年間の事業計画を策定す

るものとする。  

⑵  職員の姿勢  

職員は、業務の内容が地域で暮らす高齢者が住みなれた環境

で自分らしい生活を継続させるための支援であることを念頭に

置き、業務を遂行するものとする。  

⑶  個人情報の保護  

個人情報の取扱については、西脇市個人情報保護条例及び西

脇市個人情報保護条例施行規則等関係法令に基づき、情報の漏

えい防止や情報管理を徹底するものとする。  

⑷  苦情対応  

センター（指定介護予防支援事業所を含む）に対する苦情に

ついては、懇切丁寧に説明するとともに、誠意をもって解決す

るよう最大限努力し、内容及び対応結果について、書面により

市に報告するものとする。  

 

２  介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業）  

⑴  介護予防を目的としたケアマネジメントの実施  

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「要介

護状態になることをできる限り防ぐ」「要支援・要介護状態に

なってもそれ以上悪化しないようにする」ために支援するもの

であり、基本的なケアマネジメントのプロセスに基づくものと

する。  

⑵  ケアプラン作成上の留意点  

利 用 者 の 心 身 や 置 か れ て い る 環 境 等 に 応 じ た 目 標 を 設 定 し 、

利 用 者 本 人 が そ れ を 理 解 し た 上 で 、 必 要 な サ ー ビ ス を 主 体 的

に 利 用 し 、 目 標 達 成 に 取 り 組 ん で い け る よ う ケ ア プ ラ ン を 作

成 す る も の と す る 。 単 に 利 用 者 の 困 り ご と に 対 し て 、 そ れ を
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補 う サ ー ビ ス を 当 て は め る の で は な く 、 利 用 者 の 自 立 支 援 に

つ な が る よ う 、 「 心 身 機 能 」 「 活 動 」 「 参 加 」 に バ ラ ン ス よ

くアプローチしていくものとする。  

⑶  ケアマネジメントの実施者  

セ ン タ ー に お け る 包 括 的 支 援 業 務 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト 業 務 及 び 介 護 予 防 支 援 業 務 を 合 わ せ た 全 体 の 業 務 量 を 考

慮 し 、 包 括 的 支 援 業 務 に 従 事 す る ３ 職 種 以 外 の 介 護 支 援 専 門

員 等 の 職 員 の 配 置 や 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 へ の 委 託 を 適 宜 行

い、実施体制を整備するものとする。   

 

３  総合相談支援業務  

⑴   地域におけるネットワークの構築  

ア  民生委員児童委員、医療機関、在宅介護支援センター、介

護サービス事業者、日常生活支援に携わるサポーター、その

他地域における関係者と連携し、支援を必要とする高齢者の

把握及び高齢者が安心して生活できるよう支援するためのネ

ットワークの構築を推進するものとする。  

イ  地域のネットワークについては、３職種で情報を共有し、

ネットワークが相互に連携できるよう意識した活動に取り組

むものとする。  

ウ  地域の課題や住民への支援については、地域の関係機関と

連携を図り、ネットワークを有効に活用した解決方法に取り

組むものとする。  

⑵  実態把握  

あんしんはーとねっと事業者、関係機関、同居していない家

族、近隣住民からの相談や情報収集等により、高齢者や家族の

状況等について実態把握を行うものとする。  

⑶   総合相談  

ア  初期対応を適切に行い、課題を明確にした上で、適切な機

関、制度、サービス等につなげるものとする。  

イ  関係機関からの相談に対して速やかに対応し、報告するな

ど、信頼関係の構築に努めるものとする。  

ウ  相談記録を速やかに作成し、緊急時には担当者が不在であ

っても対応できる体制を整えるものとする。  

⑷  困難事例への対応  

重層的な課題を抱えている世帯、地域から孤立している世帯、

支援拒否、既存のサービスでは適切なものがない等の困難事例

を把握した場合は、地域ケア個別会議の活用等職員が連携して

対応策を検討し、対策を講じるものとする。また、必要に応じ
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て、市とも連携を図り、適切に対応するものとする。  

  ⑸  認知症に関する相談  

   ア  県 が 掲 げる 認 知 症に 関 す る相 談 窓 口「 認 知 症相 談 セ ンタ

ー」として、本人・家族の支援を行うものとする。  

   イ  共生社会の実現を推進するための認知症基本法の基本的な

考え方に基づき、認知症施策を推進するものとする。  

 

４  権利擁護業務  

⑴   権利擁護に関する啓発  

高齢者虐 待の防 止 や成年後 見制度 の 活用、消 費者被 害 の防

止等に関する権利 擁護について、 地 域住民 や関係機関 等の理

解が深まるよう啓発活動に取り組むものとする。  

⑵  高齢者虐待への対応  

ア  高齢者虐待の相談窓口として周知を図り、地域住民や関係

機関等と連携を密にすることにより、虐待の早期発見及び防

止に取り組むものとする。  

イ  通報や相談等を受けた場合には、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」及び「西脇市高

齢者虐待対応マニュアル」に基づき、速やかに当該高齢者の

状況を把握し、市とも連携を図り、適切な対応を行うものと

する。  

ウ  虐待等から保護するため、老人福祉施設等への措置が必要

な場合は、市との連携を図り支援するものとする。  

⑶  成年後見制度  

ア  認知症などにより判断能力の低下が見られる場合には、適

切な介護サービスの利用や金銭管理、法律的行為などを支援

するため、成年後見制度の活用を支援するものとする。  

イ  成年後見制度の利用が必要と判断し、申立て可能な親族が

いる場合には、関係機関の紹介等を行うものとする。  

ウ  成年後見制度の利用が必要と判断したが、申立て可能な親

族がいない場合等は市と連携を図り、市長申立てへつなげる

ものとする。  

⑷  消費者被害防止  

ア  消費生活相談員や警察等の関係機関と連携して消費者被害

事例に対応できる体制を整備するものとする。  

イ  地域団体・関係機関との連携のもと、消費者被害情報の把

握を行い、情報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよ

う支援するとともに、被害回復のために関係機関に通報する

ものとする。  
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５  包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

⑴  包括的・継続的なケアマネジメント体制の構築  

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的な支援を実

施するため、関係機関との連携を構築し、地域の介護支援専門

員と関係機関との連携を支援するものとする。  

⑵  介護支援専門員に対する支援  

ア  日常的な個別指導・相談  

     介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、専門的な見地

からの個別指導や相談への対応を行うものとする。  

イ  事例検討会・研修会の実施  

介 護 支 援 専 門 員 の 資 質 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら 、 関 係 機関

と も 連 携の う え 、 情 報 提 供 、 事 例 検 討 会 及 び研 修 会 を 実施

するものとする。  

   ウ  困難事例等への指導・助言  

介護支援専門員が抱える困難事例等について、具体的な支

援方針を検討し、指導・助言等を行うものとする。  

エ  介護支援専門員のネットワークの活用  

介護支援専門員が、日常的に円滑な業務が実施されるよう、

介護支援専門員同士のネットワークの構築、活用を図るもの

する。  

 

６  地域ケア会議推進業務  

⑴   地域ケア個別会議の実施  

ア  総 合 相 談 業 務 や 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 業 務 等

で 把 握 し た 困 難 事 例 等 に 対 し 、 支 援 の あ り 方 を 検 討 し 個 別

ケ ー ス の 課 題 解 決 を 図 る 中 で 、 地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 、

多職種連携及びケアマネジメント支援を図るものとする。  

イ  多職種 からの 専門的な助 言を得 ながら支援 内容を 検討し、

課題 解決 や 自立 支 援の 促進 、 ひい て は 生 活の 質 （ Ｑ Ｏ Ｌ）

の向上を目指すものとする。  

ウ  地 域ケ ア個 別 会議は 、 市 が設 定 する実 施数 の目 標 値を念

頭に 、市 内 の全 て の介 護支 援 専門 員 が年 に１ 回 は地 域 ケア

個別会議で支援が受けられるよう努めるものとする。  

エ  今後、高度な医療やリハビリテーションを必要とする在宅

高齢者が増加していくことから、必要に応じ医師等の専門職

の参加を依頼するものとする。  

  オ  介護支援専門員のケアマネジメント支援を目的に、必要に

応じ、主任介護支援専門員の参加を依頼するものとする。   
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⑵  地域ケア推進会議への協力  

市が実施する地域ケア推進会議の開催に対し、地域ケア個別

会議で明らかとなった地域の課題、資源開発及び政策形成につ

いての提案を行うものとする。  

 

７  認知症総合支援事業  

⑴   認知症の人やその家族に対する相談支援  

認知症地域支援推進員を中心として、認知症の人が住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けられるよう、関係機関と連携を図

りながら相談支援を行うものとする。相談支援に当たっては、

本人の意思が尊重され、自分らしい暮らしが続けられるよう支

援するものとする。また、認知症の症状への対応に不安を感じ

る介護者が多い実態を踏まえ、認知症の状態に応じた適切な対

応や介護ができるよう支援するものとする。  

  ⑵  地域における支援体制の構築  

    認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供され

るよう、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービ

ス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支

援する関係機関との連携体制を構築するものとする。  

    なお、認知症初期集中支援チーム員会議及び認知症の人の地

域ケア個別会議等については、第９期計画に定める目標値を念

頭に実施に努め、早期発見・早期対応を含めた認知症の容態や

段階に応じた支援体制の構築を推進するものとする。  

項目  目標値  

認知症初期集中支援チーム員会議での検討数  24件  

認知症の人の地域ケア個別会議等での検討数  20件  

  ⑶  地域への普及啓発  

    認知症キャラバン・メイトと連携し、認知症サポーター養成

講座の開催等、認知症に関する理解及び地域での見守りを促進

するための取組を行うものとする。  

 


